
３－１ 所得種類別課税状況

!１ 利子所得等の課税状況

区 分

課 税 分 非 課 税 分

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
老人等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他の非課税分

支 払 金 額

千円 千円 千円 千円

公 債

社 債

預貯金

利 子

"
&$
$
#
$
$
&%

郵 便 貯 金

銀 行 預 金

銀行以外の金融機関の預金

勤 務 先 預 金

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

公 社 債 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

９９８，２４４ １６１，３７６ ２，６０２，７８１ ５５，７２７，８４９

２，１６７，８１０ ３２４，９５６ １７５，９０２ ４，０９５，３１０

４，０１１，４７１，１０１ ５９９，７２８，４７４ １，１３５，９４０，９７８ １７，０９７，０７１

１７０，２６６，５６８ ２５，５０５，９３２ １９，５８５，７２４ １４，６４４，０３０

６０，６５８，２０６ ９，０６２，３３６ １１，５４６，０４８ ２７，３７５，７７９

１１，１０５，３９３ １，６７４，５７０ ６５，４０１ －

９，７６８，４０８ １，４６９，７４９ １，２２４，５２１ ６，８２３，８７０

５１７，２１８ ７７，１６２ ５，２７５ １１，４３０

小 計 ４，２６６，９５２，９４８ ６３８，００４，５５５ １，１７１，１４６，６３０ １２５，７７５，３３９

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等
匿名組合契 約 等 に 基 づ く 収 益 の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益
割 引 債 の 償 還 差 益

１５，２７０，３７４ ２，２８２，９２１ － １３９，２３４

２０３，８８４ ３２，５４０ ５，８５４ －

－ － － －

計 ※ ４，２８２，４２７，２０６ ６４０，３２０，０１６ ※ １，１７１，１５２，４８４ ※ １２５，９１４，５７３

調査対象等：平成１２年２月から平成１３年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

!２ 給与所得及び退職所得の課税状況

区 分
官 公 庁 そ

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 人 員

人 千円 千円 人

給 与 所 得

"
&$
#
$
&%

俸 給 ・ 給 料 ・ 賞 与

日 雇 労 働 者 の 賃 金

計

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

※ １，１８５，４６１ ※ ５，４３０，０２２，２６９ ※ １７８，１０６，１８９ ※ ６，０７５，８３９

－ ２５，２２２，９２１ ８０７，６７９ －

－ ５，４５５，２４５，１９０ １７８，９１３，８６８ －

２１，０５８ ２４３，６５８，１２９ ６，８４６，３１２ １８４，２３３

－ － － －

調査対象等：給与等の支払者から平成１３年４月３０日までに提出された「法定資料合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び平
用語の説明：１ 法定資料とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務づけられている資料をいい、原則として翌年１月３１日ま

料金、契約金及び賞金の支払調書、!４給与所得の源泉徴収票、!５非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。
２ 徴収猶予とは、通常の法定期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予すること。したがって、一定の期間法定納期限を延長

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

３ 源泉所得税

５４



合 計

支 払 金 額 源泉徴収税 額 １２ 年 ／ １１ 年

千円 千円 ％

５９，３２８，８７４ １６１，３７６ ７６．２

６，４３９，０２２ ３２４，９５６ ７４．０

５，１６４，５０９，１５０ ５９９，７２８，４７４ ７２５．４

２０４，４９６，３２２ ２５，５０５，９３２ １２４．８

９９，５８０，０３３ ９，０６２，３３６ ７０．２

１１，１７０，７９４ １，６７４，５７０ ７２．６

１７，８１６，７９９ １，４６９，７４９ ５９．４

５３３，９２３ ７７，１６２ １７５．０

５，５６３，８７４，９１７ ６３８，００４，５５５ ５２５．１

１５，４０９，６０８ ２，２８２，９２１ ６６．６

２０９，７３８ ３２，５４０ ７３．６

－ － －

※ ５，５７９，４９４，２６３ ※ ６４０，３２０，０１６ ５１２．４

の 他 合 計

支 払 金 額 源泉徴収税 額 人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 １２ 年 ／ １１ 年

千円 千円 人 千円 千円 ％
※ ２０，７８８，３３３，５９１ ※ ７９８，８１１，５９４ ※ ７，２６１，３００ ※ ２６，２１８，３５５，８６０ ※ ９７６，９１７，７８３ ９６．８

４３１，１４６，１８３ ４，９３４，８３６ － ４５６，３６９，１０４ ５，７４２，５１５ ９３．５

２１，２１９，４７９，７７４ ８０３，７４６，４３０ － ２６，６７４，７２４，９６４ ９８２，６６０，２９８ ９６．８

７５８，６５３，３１９ １０，３１６，８１５ ※ ２０５，２９１ ※ １，００２，３１１，４４８ ※ １７，１６３，１２７ ９９．８

－ － － － － －

成１２年２月から平成１３年１月までに提出された「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。
でに提出することとなっている。法定資料の種類は多数にのぼっており、例えば!１利子等の支払調書、!２配当及び剰余金の分配の支払調書、!３報酬、

する、いわゆる延納制度とは異なるものである。

３ 源泉所得税

５５




